
（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
十
六
条
の
七

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

耐
空
検
査
員
認
定
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
の
七

法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

耐
空
検
査
員
認
定
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
、
脱
帽
、
上
三
分
身
を
写
し
た
台
紙
に
貼
ら
な
い
も
の

（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
、裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。以
下
同
じ
。）

二
葉
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
、
脱
帽
、上
半
身
を
写
し
た
台
紙
に
は
ら
な
い
も
の（
縦

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。
以
下
こ
の
章
に

お
い
て
同
じ
。）二
葉
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
技
能
証
明
の
申
請
）

（
技
能
証
明
の
申
請
）

第
四
十
二
条

（
略
）

第
四
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
写
真
一
葉
を
添
付
し
、
必
要
に
応
じ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
写
真
（
申
請
前
六
月
以
内
に
、
脱
帽
、上
半
身
を
写
し
た
台
紙
に
は
ら
な
い
も
の（
縦

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
で
、
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
。
以
下
同
じ
。）一

葉
を
添
付
し
、
必
要
に
応
じ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

３
〜
５

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
気
象
業
務
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

気
象
業
務
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
試
験
の
申
請
）

（
試
験
の
申
請
）

第
十
六
条

試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ

る
気
象
予
報
士
試
験
受
験
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
添
付
し
て
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条

試
験
（
指
定
試
験
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ

る
気
象
予
報
士
試
験
受
験
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
添
付
し
て
、
気
象
庁
長
官
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

最
近
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
写
真

三

最
近
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

２

（
略
）

２

（
略
）

（
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
運
転
免
許
の
申
請
）

（
運
転
免
許
の
申
請
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三

分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
申
請
者
の
写
真
（
以
下
「
免

許
用
写
真
」
と
い
う
。）二
枚
（
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
一
枚
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三

分
身
、
無
背
景
の
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
申
請
者
の
写
真
（
以
下
「
免

許
用
写
真
」
と
い
う
。）二
枚
（
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て

は
、
一
枚
）
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
第
十
号
中
「
、
上
三
分
身
」
を
削
り
、「
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
を
「
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
登
録
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の

縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
申
請
書
に
は
、
登
録
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
、
無
背
景
の
縦

の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
貼ち

よ
う

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
〜
６

（
略
）

３
〜
６

（
略
）

（
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
登
録
の
移
転
の
申
請
）

（
宅
地
建
物
取
引
士
資
格
登
録
の
移
転
の
申
請
）

第
十
四
条
の
五

（
略
）

第
十
四
条
の
五

（
略
）

２

前
項
の
登
録
移
転
申
請
書
に
は
、
登
録
の
移
転
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分

身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
貼
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
移
転
申
請
書
に
は
、
登
録
の
移
転
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
、

無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
を
貼ち
よ
う

付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
宅
地
建
物
取
引
士
証
の
交
付
の
申
請
）

（
宅
地
建
物
取
引
士
証
の
交
付
の
申
請
）

第
十
四
条
の
十

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
士
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
宅
地
建
物
取
引
士
証
交
付
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付

申
請
書
」
と
い
う
。）に
交
付
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長

さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日

を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
用
写
真
」
と
い
う
。）を
添
え
て
、
登
録
を
受
け
て
い
る
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
十

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
建
物
取
引
士
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
宅
地
建
物
取
引
士
証
交
付
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付

申
請
書
」
と
い
う
。）に
交
付
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を

記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
宅
地
建
物
取
引
士
証
用
写
真
」
と
い
う
。）を
添
え
て
、
登
録
を
受
け
て
い
る
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

施
工
技
術
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
第
一
次
検
定
の
受
検
申
請
）

（
第
一
次
検
定
の
受
検
申
請
）

第
四
条

第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第
三
十

六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
書
類
を
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、

第
四
条

第
一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第
三
十

六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲

げ
る
書
類
を
、
同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
条
第
二
項
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣（
第

一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
条
第
二
項
に
該
当

す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣（
第

一
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長

さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

六

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

２

（
略
）

２

（
略
）

（
第
二
次
検
定
の
受
検
申
請
）

（
第
二
次
検
定
の
受
検
申
請
）

第
四
条
の
二

第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第

三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
（
受
検

し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
を
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に

該
当
す
る
者
と
し
て
受
検
し
た
者
（
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）に
あ
つ
て

は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
）
を
、
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第

二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書

類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及
び

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国

土
交
通
大
臣
（
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を

行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
四
条
の
二

第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第

三
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
（
受
検

し
よ
う
と
す
る
第
二
次
検
定
と
種
目
を
同
じ
く
す
る
一
級
の
第
一
次
検
定
を
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に

該
当
す
る
者
と
し
て
受
検
し
た
者
（
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）に
あ
つ
て

は
、
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
）
を
、
令
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第

二
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
第
二
号
ロ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書

類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
及
び

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ

若
し
く
は

又
は
第
二
号
イ

に
該
当
す
る

者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国

土
交
通
大
臣
（
第
二
次
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を

行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長

さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

六

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
登
録
申
請
書
）

（
登
録
申
請
書
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
申
請
者
の
写
真
は
、
申
請
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
単
独
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
顔
写
真
で

そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
申
請
用
写
真
」
と
い
う
。）と
す
る
。

３

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
附
す
べ
き
申
請
者
の
写
真
は
、
申
請
前
六
月
以
内

に
撮
影
し
た
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
平
方
形
の
単
独
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
顔
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及

び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
申
請
用
写
真
」
と
い
う
。）と
す
る
。

第
一
号
様
式
（
そ
の
一
）

第
一
号
様
式
（
そ
の
一
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
八
号
様
式

第
八
号
様
式

注
（
略
）

注
（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
十
三
号
様
式

第
十
三
号
様
式

注
（
略
）

注
（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
受
検
申
請
）

（
受
検
申
請
）

第
三
条

土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
士
技

術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第
六
十
二
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
当
該
各
号
に

規
定
す
る
学
科
を
修
め
た
も
の
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
を
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
当
該
各
号
に
掲
げ
る
学
科
を
修
め
な
か
つ
た

も
の
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に

あ
つ
て
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
土
地
区
画
整
理
士
技
術
検

定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受

理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
検
定
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
検
定
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
三
条

土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
土
地
区
画
整
理
士
技

術
検
定
受
検
申
請
書
に
、
令
第
六
十
二
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
当
該
各
号
に

規
定
す
る
学
科
を
修
め
た
も
の
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
を
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
当
該
各
号
に
掲
げ
る
学
科
を
修
め
な
か
つ
た

も
の
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に

あ
つ
て
は
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
四
号
か

ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
土
地
区
画
整
理
士
技
術
検

定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受

理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
検
定
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
検
定
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

申
請
前
六
月
以
内
に
、
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
写
し
た
写
真
で
、
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
三
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の

六

申
請
前
六
月
以
内
に
、
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
上
半
身
を
写
し
た
写
真
で
、
縦
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横

四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の

２

（
略
）

２

（
略
）

（
浄
化
槽
設
備
士
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

浄
化
槽
設
備
士
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
受
験
申
請
）

（
受
験
申
請
）

第
十
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
申
請
書
に
、
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
第
八
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者

に
あ
つ
て
は
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
第
八
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
受
験
申
請
書
の
受
理
に
関

す
る
事
務
を
行
う
者
が
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
（
以
下
単
に
「
指
定
試
験
機
関
」

と
い
う
。）で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
申
請
書
に
、
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
一
に
該
当
す

る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
第
八
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

て
は
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
第
八
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
受
験
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事

務
を
行
う
者
が
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
（
以
下
単
に「
指
定
試
験
機
関
」と
い
う
。）

で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
及
び
指
定
学
科
を
修

め
た
こ
と
を
証
す
る
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

一

第
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
一
に
該
当
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
及
び
指
定
学
科
を
修
め
た
こ

と
を
証
す
る
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ

る
適
当
な
書
類
）

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長

さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の

四

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
、無
背
景
の
縦
の
長
さ
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
の
長
さ
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
の
申
請
）

（
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
の
申
請
）

第
七
十
三
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
申
請
書
に
交
付
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無

帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

写
真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下
「
管
理
業
務
主
任
者
証
用
写
真
」
と
い

う
。）を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
三
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
管
理
業
務
主
任
者
証
交
付
申
請
書
に
交
付
の
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無

帽
、
正
面
、
上
半
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写

真
で
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
（
以
下「
管
理
業
務
主
任
者
証
用
写
真
」と
い
う
。）

を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
国
土
交
通
省
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

国
土
交
通
省
関
係
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
帳
簿
の
備
付
け
）

（
帳
簿
の
備
付
け
）

第
九
条

法
第
二
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
帳
簿
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

法
第
二
十
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
帳
簿
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

運
転
代
行
業
務
従
事
者
の
氏
名
を
記
載
し
、
か
つ
、
名
簿
作
成
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
単
独
、
無
帽
、

正
面
、
無
背
景
の
縦
三
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大
き
さ
の
写
真

を
貼
り
付
け
た
運
転
代
行
業
務
従
事
者
の
名
簿

四

運
転
代
行
業
務
従
事
者
の
氏
名
を
記
載
し
、
か
つ
、
名
簿
作
成
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
単
独
、
上
三
分

身
、
無
帽
、
正
面
、
無
背
景
の
縦
三
・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
大

き
さ
の
写
真
を
は
り
付
け
た
運
転
代
行
業
務
従
事
者
の
名
簿

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

観
光
圏
の
整
備
に
よ
る
観
光
旅
客
の
来
訪
及
び
滞
在
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
国
土
交
通
省
関
係
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

国
土
交
通
省
関
係
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
、
証
明
書
そ
の
他
の
文
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 


